
   東京二十三区清掃一部事務組合公共工事等の公表及び受注希望受付実施要綱 

 

平成 12年 4月 1日副管理者決定 

 1 2 清 総 契 第 ３ 号 

改正 平成 14 年 3 月 20 日 13 清総契第 244 号 

改正 平成 16 年 1 月 09 日 15 清総契第 295 号 

改正 平成 16 年 3 月 26 日 15 清総契第 380 号 

改正 平成 16 年 5 月 01 日 16 清総契第 061 号 

改正 平成 17年 4 月 01 日 17清総経第 011 号 

改正 平成 18年 3 月 31日 17清総経第 577 号 

改正 平成 19 年 1 月 09 日 18 清総経第 486 号 

改正 平成 20 年 2 月 15 日 19 清総経第 488 号 

改正 平成 21 年 3 月 11 日 20 清総経第 471 号 

改正 平成 23 年 9 月 15 日 23 清総契第 256 号 

改正 平成 26年 10月 17日 26清総契第 342号 

改正 平成 28 年 6 月 1 日 28 清総契第 89 号 

改正 平成 31 年 3 月 1 日 30 清総契第 443 号 

改正 令和 3 年 9 月 17 日 3 清総契第 242 号 

改正 令和 5 年 1 月 10 日 4 清総契第 373 号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、東京二十三区清掃一部事務組合が発注する工事又は物品買入れ等（以下「公

共工事等」という。）の内容を公表し、受注希望を受け付けることにより、業者の受注意欲や実情

を把握し、指名競争入札の透明性、競争性及び公平性を確保することを目的とする。 

（対象） 

第２条 この要綱の対象となる公共工事等は、次のとおりとする。 

(1) 次に掲げる公共工事等で予定価格（単価契約の場合の推定総金額を含む。）が２５０万円を超

えるもの 

ア 土木工事、建築工事、設備工事及びその他工事 

イ 設計、測量及び調査委託 

(2) その他契約管財課長（東京二十三区清掃一部事務組合契約事務規則（平成１２年規則第５１

号。以下「規則」という。）別表第１の規定により契約権限が所長に委任されているものについ

ては所長を含む。以下「契約管財課長等」という。）が必要と認めるもの 

（公表の方法） 

第３条 公共工事等の公表（以下「公表」という。）は、総務部契約管財課窓口等への掲示その他

の方法により行うものとする。ただし、電子入札案件にあっては、東京電子自治体共同運営電子

入札サービス（以下「電子入札サービス」という。）においても公表を行うものとする。 

２ 前項の公表は、原則として別記第１号様式の発注予定表、別記第１号の２様式の【電子入札】

工事発注予定表又は別記第１号の３様式の【電子入札】発注予定表（以下「発注予定表等」とい

う。）により行うものとする。 

（公表の内容） 

第４条 公表の内容は、発注予定表等で定める記載事項及びその他入札に関し必要な事項とする。 

（公表期間） 

第５条 公表は、原則として月曜日から金曜日までの５日間とする。ただし、これにより難い場合

は、この限りでない。 

（受注希望者の資格） 

第６条 公表された公共工事等の受注を希望することのできる者（以下「受注希望者」という。）

は、次の資格を有する者とする。 

(1) 規則第３５条に基づく入札参加資格審査登録者で、案件ごとに指定した業種及び営業種目で



の登録があること。 

(2) その他案件ごとに設定した要件に該当すること。 

（希望票の提出） 

第７条 受注希望者は、別記第２号様式の工事等希望票、別記第２号の２様式の物品・委託希望票

又は別記第２号の３様式の鉄屑等買受希望票（発注予定表等で別様式を指定した場合を除く。以

下「希望票」という。）に必要事項を記入し、当該公共工事等を発注した者に提出するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、受注希望者は、電子入札案件にあっては電子入札サービスの希望票

に、工事にあっては希望票兼予定監理技術者等調書に必要事項を入力し、電子入札サービスから

送信するものとする。 

（希望票の取扱い） 

第８条 希望票は、指名業者選定の資料とする。 

（特例） 

第９条 緊急を要する公共工事等その他特別の取扱いをする必要があると契約管財課長等が認め

る公共工事等については、この要綱の規定の限りでない。 

 

附 則 

この要綱は平成１２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成１６年８月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成１９年１月９日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成２３年１０月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は平成２６年１１月４日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成２８年６月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は平成３１年３月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は令和３年９月２１日から施行する。 

附 則 

この要綱は令和５年１月１０日から施行する。 

 



第１号様式（第３条関係）

整理番号

件名

業種又は営業種目

発注等級(共同格付)

履行場所

履行期間

契約方法

希望申請要件

希望申請受付期間

希望申請受付場所

希望申請提出方法

入札参加者等への通知

質疑応答

発注予定表

年 月 日

東京二十三区清掃一部事務組合

概要



入札方法等

入札執行日時

入札執行場所

入札保証金

契約保証金

最低制限価格等

前払金

契約条項等を示す場所

担当部署

留意事項



第１号の２様式（第３条関係）

本件は電子入札案件です。契約に関する手続は、東京電子自治体共同運営電子調達サービスで行います。

整理番号

件名

業種

発注等級(共同格付)

履行場所

履行期間

契約方法

希望申請要件

希望申請受付期間

希望申請提出方法

【電子入札】工事発注予定表

年 月 日

東京二十三区清掃一部事務組合

概要

配置予定技術者



指名通知書等の受領

発注図書（仕様書・
図面等）の受領

入札締切日時

入札方法等

入札（開札）場所

開札日時

入札保証金

契約保証金

最低制限価格等

前払金

契約条項等を示す場
所

担当部署

質疑応答

留意事項



第１号の３様式（第３条関係）

本件は電子入札案件です。契約に関する手続は、東京電子自治体共同運営電子調達サービスで行います。

整理番号

件名

営業種目

発注等級(共同格付)

履行場所

履行期間

契約方法

希望申請要件

希望申請受付期間

希望申請提出方法

指名通知書等の受領

発注図書（仕様書・
図面等）の受領

入札締切日時

概要

質疑応答

【電子入札】発注予定表

年 月 日

東京二十三区清掃一部事務組合



入札方法等

入札（開札）場所

開札日時

入札保証金

契約保証金

最低制限価格等

前払金

契約条項等を示す場
所

担当部署

留意事項



第２号様式（第 7 条関係）                      東京二十三区清掃一部事務組合 

工  事  等  希  望  票 

                         年   月   日 

商号又は名称 

所 在 地 

代 表 者 

 

担 当 者 

 

 

 

                     ○印  

職 氏 名 

電話番号 

ＦＡＸ番号 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

東京電子自治体共同運営受付番号 

（10 桁） 

建 設 業 許 可 番 号 

 大 臣 ・      知 事 

 

（特・般   ）第       号 

希 

望 

す 

る 

工 

事 

等 

整
理
番
号 

 件 
 

名 

 

希 

望 

理 

由 

 業 種 

格 
 

付 

等 級 順 位 

  

 
 

（
一
部
事
務
組
合
発
注
分
） 

※
施 

行 

中 

の 

工 

事 
等 

契 約 番 号 

 

第   号 

件名 
工 
 

期 

   年   月   日 

～  

   年   月   日 
請負金額             千円 

契 約 番 号 

 

第   号 

件名 
工 

 

期 

   年   月   日 

～  

   年   月   日 請負金額             千円 

配 
 

置 
 

予 
 

定 
 

技 
 

術 
 

者 

建設業法で

定める監理

技術者又は

主任技術者

のどちらか

一方を記入 

監 理 

技術者 

氏 名 

 交付番号（監理技術者資格者証）  

 

第         号 

主 任 

技術者 

氏 名 

  

予定技術者の従事中工事の有無 

（○印で囲むこと） 
有  ・  無 

一部事務組合確認欄 

□監理技術者資格者証 

□監理技術者講習修了証 

□主任技術者雇用確認 

健康保険被保険者証 

住民税特別徴収額通知書  

｢有｣の場合は、必ず件名等を記入すること 

件  名 

 

発注者名   
確 

認 

 

工  期    年  月  日 ～   年  月  日 

注）1.押印は、実印、使用印等の届出印とします。 2.※欄は、必要に応じて記載してください。 

  3.その他、裏面の技術者に関する注意事項を参照してください。 



 
東京二十三区清掃一部事務組合  

 

備 考 

 

技術者に関する注意事項 

１ 建設業法では、請負金額が 4,000 万円（建築一式工事の場合は、8,000 万円）以上となる場合は、 

専任の主任技術者又は監理技術者を配置しなければなりません。 

  なお、総額 4,500 万円（建築一式工事の場合は、7,000 万円）以上を下請契約して工事を施工す 

る場合は、主任技術者にかえて「監理技術者」を配置しなければなりません。 

  また、技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要です。 

２ １に係る雇用関係の期間は、希望票提出日前３か月以上とします。 

３ 配置予定技術者が監理技術者の場合は、監理技術者資格者証の写し及び監理技術者講習（国土交通

大臣登録講習実施機関の実施するもの）の修了履歴の写しを添付してください。 

４ 配置予定の技術者が主任技術者の場合は、雇用関係が確認できる書類（健康保険被保険者証又 

は住民税特別徴収税額通知書の写し等）を添付してください。 

５ 営業所における専任の技術者を配置予定の技術者とすることは、原則としてできません。 

６ 所長等、代表者を配置予定の技術者とする場合は、営業所における専任の技術者が確認できる 

 書類（専任技術者証明書の写し等）を添付してください。 

７ その他、技術者の配置については、建設業法の規定を遵守してください。 

 



第２号の２様式（第７条関係） 東京二十三区清掃一部事務組合  

　　（必ず○印で囲むこと）

 所在地

営業種目

 代表者 印

 担当者 職　氏　名

電話番号

ＦＡＸ番号

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

整理番号

７．希望票を提出しても指名されるとは限りません。

商号又は
名称

※[ 物　品 ・ 委　託 ]　希　望　票

東京電子自治体共同運営受付番号

件　　　　　　　　　　　　　　名

　　　　　　　　　年　　　月　　　日

希
 

望
 

す
 
る
 

物
 

品
 

等

等　　級 順　　位

希 　　　望 　　　理 　　　由

格

付

６．希望票提出にあたっては、本希望票の注意事項のほか発注予定表の注意事項をよく確認してください。

４．希望する案件の整理番号、件名、その他必要事項の記入がないもの、不明または不正確なものは、無
効とする場合があります。

５．押印は実印、使用印鑑等の届出印としてください。

１．表題の[物品・委託]欄は、必ず○印を付してください。

２．本希望票１枚につき希望する案件を１件のみ記載してください。

３．希望票には、東京電子自治体共同運営物品買入れ等競争入札参加資格の受付番号・等級格付・順位
格付を記入してください。



第２号の３様式（第７条関係） 東京二十三区清掃一部事務組合  

 所在地

営業種目

 代表者 印

 担当者 職氏名

電話番号

ＦＡＸ番号

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

整理番号

等　　級

希 　　　望 　　　理 　　　由

商号又は
名称

４．押印は実印、使用印鑑等の届出印としてください。

６．希望票を提出しても指名されるとは限りません。

５．希望票提出にあたっては、本希望票の注意事項のほか発注予定表の注意事項をよく確認してくださ
い。

２．希望票には、東京電子自治体共同運営物品買入れ等競争入札参加資格の受付番号・等級格付・順
位格付を記入してください。

順　　位

１．本希望票１枚につき希望する案件を１件のみ記載してください。

３．希望する案件の整理番号、件名、その他必要事項の記入がないもの、不明または不正確なものは、
無効とすることがあります。

鉄　屑　等　買　受　希　望　票

東京電子自治体共同運営受付番号

件　　　　　　　　　　　　　　名

　　　　　　　　年　　　月　　　日

希
　
望
　
す
　
る
　
物
　
品
　
等

格

付


